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（公 印 省 略）

建設工事請負契約書第２７条第５項の運用の拡充について（通知）

標記について、建設工事請負契約書（建設工事請負契約書について（防整施（事

）第１４６号。２８．３．３１）の別冊第１及び別冊第２）第２７条第５項の規定

（以下「単品スライド条項」という。）の運用については、建設工事請負契約書の

運用基準について（防整施第６９１６号。２８．３．３１。以下「運用基準」とい

う。）別紙の２０⑹に定められているほか、その適用に係る細部事項については、

運用基準別紙の２０⑻に基づき建設工事請負契約書第２７条第５項の適用に係る細

部事項について（防整技第５０４０号。令和２年３月３０日）に定めたところであ

るが、経済情勢を鑑みると、地域や工事の内容によっては、鋼材類や燃料油以外の

主要な工事材料についても価格が著しく上昇し、請負代金額が不適当となるおそれ

があると認められることから、引き続き、当分の間、別紙のとおり単品スライド条

項の運用を拡充することとし、令和２年４月１日から適用することとしたので通知

する。

なお、令和２年３月３１日までに契約を締結したものについては、従前の例によ

る。

添付書類：別紙

写送付先：整備計画局施設計画課、施設整備官、提供施設計画官



別紙

建設工事請負契約書第２７条第５項の運用の拡充について

原油価格の高騰等の特別な要因により、日本国内の地域において鋼材類及び燃料

油以外の主要工事材料の価格の著しい上昇が認められる場合には、建設工事請負契

約書第２７条第５項の適用に係る細部事項について（防整技第５０４０号。令和２

年３月３０日）に基づき鋼材類について単品スライド条項を適用する場合の取扱い

に準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとする。この

場合においては、当該工事材料の価格上昇の要因について十分に把握するものとし、

その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が

請負代金額の１００分の１に相当する金額を超えることを確認するものとする。


